
乳幼児の保育、食事や身のまわりの世話、その他の必要な用事等。

○雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座（原則として1か月以上1年以内の講座）
　例：介護職員初任者研修、医療事務、簿記検定、情報処理技術者資格等
○その他、知事が地域の実情に応じて対象とする講座
※受講前に講座の指定を受ける必要があります。必ず事前にご相談ください。

対象となる
講座

支援の内容

利用者の所得に応じて、一部費用負担があります。費　　　用

ひとり親家庭のお母さん・お父さんや寡婦の方が、病気やけが、技能習得のための通学、就職活動、冠婚葬祭、
出張などで日常生活にお困りの場合や、ひとり親家庭となって間がなく身の回りのことを手伝ってほしい場合に、
家庭生活支援員が食事や身の回りの世話などを行います。

⑤ 日常生活支援事業

お問い合わせ：お住まいの市町役場（P15）　※市町によって実施状況が異なります。

職業紹介事業を行う国の機関です。職業相談・就職支援のサービス、雇用保険や教育訓練給付金等
の手続き等を行っています。
マザーズコーナーでは、子どもを連れてのご利用ができます。

① 公共職業安定所（ハローワーク）

■ 仕事・資格取得訓練

ひとり親家庭のための個別就業相談や受講料無料の講習会、支援制度説明会などの就業支援を行な
っています。

② 福井県母子家庭等就業・自立支援センター（福井県内にお住いの方）

女性のキャリアづくりを支援するためのセンターです。女性の再就職、育児休業からの円滑な復帰の支援などを
ワンストップで行っています。

③ ふくい女性活躍支援センター

生活上の問題、求職や転職など自立に向けた相談支援、養育費に関する相談など、ひとり親家庭のさまざまな悩
み相談や自立に向けた支援を行っています。電話相談や面接相談を受け付けています。

④ ひとり親家庭就業・自立支援センター（福井市にお住いの方が利用できます）

仕事を就くにあたり必要な技能、技術を身につけるための職業訓練が無料（教材費は自己負担）で
受けられます。
公共職業訓練と求職者支援訓練があり、ご利用にあたっては一定の要件があります。

⑤ 職業訓練

ひとり親家庭の母および父または寡婦の方を対象に、就業に結びつく可能性の高いパソコンや介護
研修等の資格を取得するための講座が無料（テキスト代自己負担）で受けられます。
講習は土曜、日曜に行い、託児付きです。

⑥ 就業支援講習会

ひとり親家庭の母または父の主体的な能力開発を支援するもので、対象となる教育訓練等を受講し
修了した場合、経費の60％（12,001円以上で20万円を上限）が支給されます。
なお、職業に必要な実践的かつ専門的な教育訓練については、上限額が引き上げられることがあります。

⑦ ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

お問い合わせ：お住まいの管轄公共職業安定所（ハローワーク） （P14）

お問い合わせ： ☎ 0776-21-0733（P12・13）

お問い合わせ：福井県生活学習館（ユー・アイふくい）（☎ 0776-41-4244）

お問い合わせ：福井市役所　子ども福祉課別館（☎0776-20-5140）

お問い合わせ：お住まいの管轄公共職業安定所（ハローワーク）（P14）

お問い合わせ：福井県母子家庭等就業・自立支援センター（P13）

お問い合わせ：お住まいの市町・県健康福祉センターの母子・父子自立支援員（P15）

県内各地で、ひとり親家庭等のおもに小学生・中学生を対象に、教員OBや学生ボランティア等による学習会を
開催しています。参加は無料です。

⑥ 子どもの学習支援（ひとり親家庭等の子どもが対象です。）

お問い合わせ：お住まいの市・県健康福祉センターの母子・父子自立支援員（P15）

【ひとり親家庭児童の学習会】

開催場所 開催曜日 年間開催予定数開催時間実 施 市

敦 賀 市 敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」
（敦賀市東洋町） 日曜日 10:00～12:00 48回

あわら市 金津本陣IKOSSA
（あわら市春宮） 日曜日 10:00～12:00 30回

越 前 市 市民プラザたけふ3階
（越前市府中） 火曜日・水曜日 19:00～20:30 100回

坂 井 市
春江中コミュニティセンター
（坂井市春江町） 土曜日・日曜日 9:30～11:30 36回

三国コミュニティセンター
（坂井市三国町） 土曜日 9:30～11:30

（19:00～21:00） 24回

小 浜 市 今富児童クラブ　
（小浜市和久里） 土曜日・日曜日 9:30～11:30 36回

大 野 市 旧アドバンススクール
（大野市神明町1107番地） 土曜日（第1・2・3） 9:30～11:30 36回

日曜日 9:30～11:20

水曜日（月2回） 19:00～20:50
70回

70回

鯖 江 市

アイアイ鯖江・健康福祉センター
（鯖江市水落町）

日曜日（月2回） 19:00～20:50

木曜日 19:00～20:50
鯖江公民館
（鯖江市桜町）

70回
土曜日 19:00～20:50

火曜日（月2回） 19:00～20:50
北中山公民館
（鯖江市落井町）

70回
水曜日 19:00～20:50

日曜日（月2回） 9:30～11:20
立待公民館
（鯖江市杉本町）

※開催場所、開催日時等は変更となる場合があります。
※上記以外にも児童の学習支援を実施しています。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
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※ただし、貸付金は条件等により、お貸しできない場合があります。
※原則として連帯保証人が必要となります。
※修学資金・修業資金・就職支度資金（子に係るもの）・就学支度資金については、親が貸付を受ける場合、児童が連帯債務者にならなければなりません。
児童も親とともに返済の義務を負うことをご了承の上申請していただきます。

※福井市にお住まいの方については、一部条件が異なる場合があります。
　（※1）特に必要と認められる場合、限度額の増額があります。
　（※2）修学資金・修業資金・就職支度資金・就学支度資金以外については、条件によって利子がつきます。
※高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付型奨学金）やその他の奨学金をご利用される方は、それらの金額を貸付金額の限度から控除した額が貸
付上限額となります。

対象となる
資格

母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童（20歳に満たない者）を扶養し、
次のすべての要件を満たす方
●児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
●養成機関において6か月以上の一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
●仕事または育児と修業の両立が困難であること

対 象 者

高等職業訓練促進給付金
【支 給 額】　市町村民税非課税世帯　月額100,000円
　　　　　　市町村民税　課税世帯　月額 70,500円
 （修了までの期間の最後の12カ月の支給月額については、最大で月額4万円が増額されることがあります。）
【支給期間】　原則、就業期間の全期間（上限4年）

高等職業修了支援給付金
【支 給 額】　市町村民税非課税世帯　50,000円
　　　　　　市町村民税　課税世帯　25,000円
【支給期間】　修了後に支給（一時金）

支給額・期間

ひとり親家庭の母または父が、特定の資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合に、修
業期間中の生活の負担軽減のために給付金が支給されます。修了後には修了支援給付金が支給されま
す。また、本給付金の受給者は「ひとり親家庭職業訓練資金貸付金」の対象となります。

⑧ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

●ひとり親家庭の母、父［配偶者のいない女子または男子で児童（20歳未満）を扶養している方］
●寡婦［配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった方、または40歳以上の配偶者のいない女子］
●その他

貸付を
受けられる方

ひとり親家庭および寡婦の方が経済的にお困りのとき、生活の安定と児童の健やかな育成を支援するため、各種
資金の貸付を行っています。

① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付

お問い合わせ：お住まいの市町・県健康福祉センターの母子・父子自立支援員（P15）

【母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧】

■ 生計

就職の際に有利となるものであって、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業する
ことが必要とされるもの
例：看護師、准看護士、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士などの国家資格や、
　　シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野等の民間資格

お問い合わせ：お住まいの市町・県健康福祉センターの母子・父子自立支援員（P15）

上記の 「高等職業訓練促進給付金」を活用し資格取得を目指すひとり親家庭の親に対し 、入学準備金、就職準
備金を貸し付けます。

⑨ ひとり親家庭職業訓練資金貸付金制度

お問い合わせ：社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 地域福祉課　☎ 0776-24-4987（地域福祉課直通）
入学準備金：5人（先着順）　就職準備金：10人（先着順）2023年度貸付人数

対 象 者 入学準備金：高等職業訓練促進給付金の支給を受け養成機関に入学した方
就職準備金：高等職業訓練促進給付金の支給を受け養成機関の課程を修了し、資格を取得した方

利 　 子 連帯保証人を立てる場合→無利子
連帯保証人を立てない場合→債務の履行猶予期間経過後　年1％

返 　 還 返還要件に該当する場合は、貸付金を返還していただくことになります。
返還期間は4年以内です。

返 還 免 除
養成機関の課程を修了し、かつ、資格取得をした日から1年以内に就職し、福井県内において
取得した資格が必要な業務に5年間従事（1週間の所定労働時間が20時間以上）したときは、
貸付金の返還が免除されます。

貸 付 額 入学準備金：500,000円以内
就職準備金：200,000円以内

事業開始資金

事業継続資金

修 学 資 金

修 業 資 金

就学支度資金

技能習得資金
医療介護資金

生 活 資 金

住 宅 資 金
転 宅 資 金

就職支度資金

資金の種類 貸付金額の限度額

3,260,000円
（団体 4,890,000円）

1,630,000円

月額68,000円（※1）
学校の種類により
64,300円～590,000円

282,000円

月額68,000円（※1）
340,000円（※1）

学校の種類により
月額18,000円～
月額146,000円
（大学院は月額132,000円※1）

据置期間

6か月

1年

知識技能習得後1年

卒業後6か月

卒業後6か月

知識技能習得後1年
医療・介護終了後6か月

卒業後6か月

償還期限

7年以内

10年以内

10年以内

10年以内
5年以内

月額141,000円 知識技能習得後6か月 10年以内
（技能習得期間）

1,500,000円（※1）
260,000円

6か月
6か月

6年以内

105,000円（※1） 1年 6年以内

結 婚 資 金 310,000円 6か月 5年以内

3年以内

月額105,000円
医療または介護終了後
または生活安定期間の
貸付もしくは失業中の
貸付期間終了後6か月

8年以内
（生活安定期間）
5年以内
（医療介護）
5年以内（失業）

5年以内
（専修一般課程、修業施設）

10年以内

7年以内

無
利
子（※

2
）

利子貸付の対象

●母子家庭の母、
　父子家庭の父
●寡婦
●母子・父子福祉団体

●母子家庭の母または
　父子家庭の父が扶養
　する児童
●寡婦が扶養する子
●父母のいない児童

●母子家庭の母、
　父子家庭の父
●寡婦

●母子家庭の母
　父子家庭の父
●母子家庭の母または
　父子家庭の父が扶養
　する児童
●寡婦
●父母のいない児童

●母子家庭の母または
　父子家庭の父が扶養
　する児童
●寡婦が扶養する子
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児童扶養手当受給者（同等の所得水準の者を含む）であって、母子父子自立支援プログラムの
策定を受けている者　対 象 者

就業していない方が住宅支援資金による貸付を受けた日から1年以内にプログラムで定めた目
標に合致した就職、または既に就業している方がプログラム策定時より高い所得が見込まれる
転職をし、1年間引き続き継続したときは、貸付の返還が免除されます。

返 還 免 除

月額上限40,000円、12か月の範囲内貸 付 額 無利子（連帯保証人不要）利　　　子

返還要件に該当する場合は、貸付金を返還していただくことになります。
返還期間は4年以内です。返　　　還

児童扶養手当受給者（同等の所得水準の者を含む）であって、母子父子自立支援プログラムの策定
を受け自立に向けて意欲的に取り組んでいる者に住宅支援資金を貸し付けます。

② ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

お問い合わせ：社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 地域福祉課　☎ 0776-24-4987（地域福祉課直通）
10人（先着順）2023年度貸付人数

国民年金に加入されていた方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた配偶者や子ど
もに支給されます。

① 遺族基礎年金

■ 年金（配偶者と死別された方）

お問い合わせ：お住まいの市町役場（P15）

厚生年金に加入されていた方が死亡したとき、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

② 遺族厚生年金

お問い合わせ：年金事務所（P14）

離婚や別居に伴う、子どものための養育費の相談を行なっています。
また、出張相談や休日相談も行っています。

① 養育費相談

■ 養育費や法律的な相談

お問い合わせ：福井県母子家庭等就業・自立支援センター（☎ 0776-21-0733）

養育費の取り決めや履行確保、慰謝料、遺産相続、親権問題、金銭賃借など法律に関する生活上の諸問題につい
て、弁護士等の専門家が応じます。相談は30分無料です。

② 法律相談（事前予約制）

お問い合わせ：福井県母子家庭等就業・自立支援センター（☎ 0776-21-0733）

法テラスは、日々の暮らしのなかで、思わぬトラブルにあってしまった時や、離婚時の慰謝料や養
育費、借金など、様々な法的トラブルを解決するための情報やサービスを提供する機関です。

③ 法テラス福井

お問い合わせ：法テラス福井（☎ 0570-078348　※IP電話をご利用されている場合は050-3383-5475）

資金の貸付けにあわせて必要な援助および指導を受けることにより、独立自活ができる世帯で、他
からの資金の借り入れが困難な世帯を対象に世帯の自立を図ろうとする貸付制度です。

③ 生活福祉資金貸付制度

お問い合わせ：各市町の社会福祉協議会

ひとり親家庭のお母さんやお父さん、寡婦の方の自立をサポートするため、下記のことを行っています。
また、2023年度から父子家庭専用の電話相談窓口を開設しました。
子育てやお仕事、生活に不安やお悩みのある方は、ご相談ください。

■ 福井県母子家庭等就業・自立支援センター

【2023年度 出張相談（就業および養育費相談）】

県内全地区

小浜・若狭

南 越 前 町
池 田 町

南 越 前 町

敦賀・二州

越 前 町

永 平 寺 町

坂 井 市

あ わ ら 市

鯖 江 市

大 野 市

勝 山 市

越 前 市

ふくい女性活躍支援センター
（福井県生活学習館内2階)

嶺南振興局　若狭健康福祉センター

敦賀市福祉総合センター
（あいあいプラザ2階）

丹南健康福祉センター
武生福祉保健部　福祉課（南越合同庁舎内）

南越前町南条保健福祉センター

越前町社会福祉センター

永平寺町松岡福祉総合センター

坂井市役所　子ども福祉課

あわら市役所　子育て支援課

鯖江市役所　子育て支援課

大野市福祉事務所「結とぴあ」

勝山市教育委員会　こども課

越前市福祉健康センター
（市民プラザたけふ4階）

6/23（金）・11/17（金）（要予約）
時間13：00～15：00

随時（要予約）
時間11：00～15：00

毎月第2・第4木曜日（要予約）
時間10：00～16：00

随時（要予約）
時間10：00～15：00

〃

〃

随時（要予約）
時間10：00～15：00

7/6（木）・11/16（木）（要予約）
時間13：00～15：00

随時（要予約）
時間10：00～15：00
会場：敦賀市福祉総合センター

随時（要予約）
時間10：00～15：00

10/5（木）（要予約）
時間13：30～15：30

地区 相談場所 就業相談 養育費相談

養育費の取り決めや履行確保、慰謝料、遺産相続、親権問題、金銭賃借など法律に関す
る問題や生活上の諸問題について弁護士等の専門家が対応します。
（相談は無料 相談時間は1人30分です）

■法律相談 ･･･････････

養育費の確保の取り決めや、支払いの履行・強制執行に関する相談・調整や情報提供 
などの相談を受け付けています。
また、出張相談（上記会場）や休日相談も行っています。

■養育費相談 ･････････

父子家庭のお父さんを対象に、子育てなど生活上の悩みや支援制度の情報提供など、電
話相談専用の窓口を設置しました。
父子相談専用ダイヤル：080-2379-0968
相談時間：月～金 9:00～16:00（土日祝・年末年始は除く）

■父子電話相談 ･･･････

就労意欲のあるひとり親家庭のお母さん・お父さんを対象に個々の状況やニーズに応じ
た自立目標や支援プログラムを策定し、ハローワークの就職支援ナビゲーター等と連携し
ながら就業までのきめ細かな支援を行います。

■就労自立支援事業 ･･･

家庭の状況、職業適性、就業に必要な資格取得など就業するにあたって悩んでいる方へ
ハローワークと連携した就業支援、情報提供など就業のサポートします。
また、各地区（下記会場）への出張相談も行っています。

■就業相談 ･･･････････
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電話：0776-21-0733　FAX：0776-21-0310
URL：http:/www.fukuikenbo.jp/（一財）福井県母子寡婦福祉連合会

講習会のお問い合わせ申込先（下記の電話、ファックス、ホームページからお申し込みください。）

母子家庭のママ・父子家庭のパパ・寡婦の方限定の無料の講習会です。
小さいお子様がいても大丈夫！会場内に用意したお部屋で、保育士がお子様を

預かりますので、安心して受講できます。

就業支援講習会（この講習会は福井県の委託事業です） ■ 内容に応じた相談窓口
① 子どもの悩み（非行、しつけ等）に関すること

※各市町、福井、丹南、二州、若狭健康福祉センターでも相談を受け付けています。（P15）

名称等 住所 電話番号

のれん会県営住宅管理センター 福井市高柳2丁目1301番地
レインボービル6階 0776-43-1002

福井県営住宅南部地域管理センター 福井市下馬3-511 0776-33-2500

⑤ 公営住宅に関すること（県営）

※市町営住宅については、各市町にお尋ねください。（P15）

名称等 住所 電話番号
0776-24-5138福井市光陽2丁目3-36

敦賀市角鹿町1-32 0770-22-0858
福井県総合福祉相談所
福井県敦賀児童相談所

④ 就職・雇用などに関すること

※各市町、福井、丹南、二州、若狭健康福祉センターでも相談を受け付けています。（P15）
※母子家庭等教育訓練給付金等に関しては、母子・父子自立支援員（P15）までお尋ねください。

福井県母子家庭等就業・自立支援センター 福井市光陽2丁目3-22
福井県社会福祉センター4階

鯖江市桜町2丁目7-1　嚮陽会館1階

福井市開発1丁目121-1

0776-21-0733

ハローワーク武生 越前市府中1丁目11-2
平和堂アル・プラザ武生4階 0778-22-4078

ハローワーク福井 0776-52-8150
（ハローワーク福井2階）ハローワーク福井マザーズコーナー 0776-52-8157

ハローワークたけふマザーズコーナー 0778-51-8821
大野市城町8-5ハローワーク大野 0779-66-2408
坂井市三国町覚善69-1ハローワーク三国 0776-81-3262
敦賀市鉄輪町1丁目7-3
敦賀駅前合同庁舎1階ハローワーク敦賀 0770-22-4220

小浜市後瀬町7-10
小浜地方合同庁舎1階ハローワーク小浜 0770-52-1260

名称等 住所 電話番号

② 女性の悩み（結婚、離婚、配偶者暴力等）に関すること〈女性相談員〉

※各市町および県健康福祉センターでも相談を受け付けています。（P15）

名称等
福井県総合福祉相談所

住所 電話番号 女性相談員
福井市光陽2丁目3-36 0776-24-6261 ◯

福井市下六条町14-1 0776-41-7111、7112 ◯福井県生活学習館
（ユー・アイふくい）

③ 厚生年金に関すること

※国民年金については、各市町にお尋ねください。

名称等 管轄区域 住所 電話番号

福井年金事務所 福井市、大野市、勝山市、
あわら市、坂井市、永平寺町 福井市手寄2丁目1-34 0776-23-4518

武生年金事務所 越前市、鯖江市、池田町、
南越前町、越前町 越前市新町5-2-11 0778-23-1126

敦賀年金事務所 敦賀市、小浜市、美浜町、
高浜町、おおい町、若狭町 敦賀市東洋町5-54 0770-23-9904

【パソコン講習日程】
講座名 定員 回数講座期間 曜日 締切日

基礎コース（福井会場）
基礎コース（丹南会場）
Word検定コース（福井会場）
Excel検定コース（嶺南会場）
Excel検定コース（福井会場）
PowerPointコース（丹南会場）
Canva（キャンバ）コース（丹南会場）

10人
10人
10人
10人
10人
10人
10人

4回
4回
7回
7回
7回
3回
2回

 5月28日～ 6月25日
 8月 6日～ 9月 3日
 6月24日～ 8月 5日
 8月26日～10月28日
10月15日～12月 3日
 7月 2日～ 7月23日
令和6年3月2日～3月9日

日
日
土
土
日
日
土

5月12日
7月21日
6月 9日
8月 4日
9月29日
6月16日
2月16日

期間中ノートパソコンを貸し出します。テキスト代は自己負担です。

各講習時間は、9時30分～16時30分です。
【各コース共通留意事項】

Ⅰ．基礎コース
文字入力、文字変換、文書や表の作成、簡単なデータ入力とグラフの作成を学びます。
Ⅱ．Word検定コース（日商PC検定3級取得コース）
Wordを用いて、日商PC検定3級取得レベルまで学習します。
マウス操作とローマ字入力がスムーズにできる方が対象です。

Ⅴ．Canva（キャンバ）コース
Canvaを使って、SNS投稿、メッセージカード、ロゴの作成などを行います。
自由にデザインする方法を学んで、POPやポスター等楽しく作成しましょう。仕事に役立ちます。

Ⅲ．Excel検定コース（日商PC検定3級取得コース）
Excelを用いて、日商PC検定3級取得レベルまで学習します。
マウス操作がスムーズにできる方が対象です。
Ⅳ．PowerPointコース
資料作りやプレゼンテーションまで実際に即した技術を学びます。

託児
無料

【介護研修日程】
講座名 定員 講座期間

介護職員初任者研修（福井会場）
介護職員初任者研修（嶺南会場）
介護福祉士受験講習（福井会場）

20人
20人
10人

 7月 2日～ 11月25日
 7月22日～12月 3日
 9月24日～12月 3日

◆介護福祉士受験講習
介護福祉士国家試験合格を目指す方への受験対策講座です。
この講座は、実務者研修で学習してきた内容を復習し、過去問、模擬試験を行い、抑えるべきポイントや

効率的かつ確実な学習方法で国家試験合格を目指します。
研修時間：9:30～16:30または9:00～17:00　自己負担：テキスト代および模擬試験代12,500円

◆介護職員初任者研修
この研修は、国家試験ではありませんが、厚生労働省が認定した資格です。介護の知識や身体のしくみ、

基礎的な医療知識を学び、高齢者への接し方や利用者の個性を尊重し、大事に介護をする基本を学びます。
修了後には修了証明書を発行します。
研修時間：9:30～16:30または9:00～17:00　自己負担：テキスト代5,500円

回数曜日 締切日
22回
22回
7回

土・日
土・日
土・日

6月16日
7月 7日
9月 8日

① 福井会場：福井県社会福祉センター（福井市光陽2丁目3-22）
② 丹南会場：武生商工会議所（越前市塚町101）
③ 嶺南会場：若狭医療福祉専門学校（三方郡美浜町大薮7-24-2）

講習会場
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